
 

 

 

 

議案第 １ 号 

 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 

 平成２０年度生駒市の一般会計の補正予算（第６回）を定めることについて

は、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２１年２月１８日別紙のとおり

処分したから、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成２１年３月１０日提出 

                       生駒市長 山 下  真   

 



専第 １ 号 

 

           専  決  処  分  書 

 

 平成２０年度生駒市の一般会計の補正予算（第６回）を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

  平成２１年２月１８日 

 

                       生駒市長 山 下  真   

 

平成２０年度生駒市一般会計補正予算（第６回） 

 

 平成２０年度生駒市の一般会計の補正予算（第６回）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９２９，０５８千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，３９３，３６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 



第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

14 国庫支出金     2,468,028     1,929,058     4,397,086

 2 国庫補助金       605,347     1,929,058     2,534,405

歳     入     合     計    35,464,304     1,929,058    37,393,362



　追加 [単位　千円]

民 生 費

産 業 経 済 費 １，８５８，７９６定 額 給 付 金 事 業

児 童 福 祉 費 子 育 て 応 援 特 別 手 当 支 給 事 業 ７０，２６２

商 工 費

金　　額事　業　名項

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款
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